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（平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方）

一回の介護

一回の



や高年齢受給資格 や高年齢受給
資格決定

被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このリーフレットに
おいて同じです。

から 6か月を経過する日までに、その労働契約（労働契約
が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでないことが必要です。

同じ につ
いて93日を限度に3回まで



67％です。

によって算定した、「賃金月額」が492,300円を超える場合は、「賃金月額」は492,300円となり
ます。（これに伴い、1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は329,841円となります。）
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☆　介護休業給付金は、一回の介護休業につき、毎回、介護休業開始日から起算した1か月ごとの
期間（その1か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間。これらの
各期間を「支給単位期間」といいます。）の支給額を計算し、支給します。
☆　介護休業を分割して取得される場合は、分割して支給することになります。
☆　介護休業給付金の対象となる一回の介護休業期間は最長３か月ですので、介護休業給付金の支
給対象は、一回につき、最大３支給単位期間ということになります。
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被保険者が「介護休業給付金支給申請書」を提出する日まで。ただし、事業主を経由して「介護休業
給付金支給申請書」を提出する場合には、その支給申請書と同時に（支給申請書の提出期限までに）
提出することができます。

被保険者及び介護対象家族の方のマイナンバーを記載して提出してください。

各介護休業の終了日（介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過す
る日）の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。（例えば介護休業終了日が7月
25日の場合、7月26日～9月30日）



雇用環境・均等部（室）

について、これまでの介護休業をした回数及び日数

、

回

（　　　　　回）

既に 2回連続して撤回した場合、

再度申出の理由



雇用環境・均等部（室）

　上記のうち、1（1）から（4）までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となって
いる部分です。

申し出た期日が遅かったので休業開始日を平成　　年　　月　　日（終了日平成
　　年　　月　　日）としてください。
あなたは以下の理由により介護休業の対象者でないので介護休業をすることはで

きません。

介護休業後のあなたの基本給は（　　）級（　　）号（　　　　　　　　）円で
す。

護休業期間を除き平成（　　　）年（　　　）月（　　　）日までの間に消化して
ください。

毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合には、支払い猶予の措
置を受けることができますので、（　　　　　）に申し出てください。

あなたが平成　　年　　月　　日にした休業申出は撤回されました。
申出に係る対象家族について介護休業ができる日数はのべ 93日です。今回の措
置により、介護休業ができる残りの回数及び日数は（　　）回（　　）日になりま
す。
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